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無痛分娩の安全な提供体制の構築について

無痛分娩については、複数の死亡事案が発生したことを受け、平成 29 年度厚

生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業）による「無痛

分娩の実態把握及び安全管理体制の構築についての研究」（研究代表者：海野

信也北里大学病院長）において、その実態把握と安全を確保する仕組みの検討

を行い、平成 30 年３月に、「無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言」

（以下「提言」という。）が、別添１のとおり取りまとめられた。また、厚生

労働省において、提言を基に、別添２の「無痛分娩取扱施設のための、「無痛

分娩の安全な提供体制の構築に関する提言」に基づく自主点検表」（以下「自

主点検表」という。）を作成した。このため、下記について御了知の上、貴管

下の分娩を取り扱う病院又は診療所（以下「分娩取扱施設」という。）の他、

関係機関に対して、提言の周知徹底及び自主点検表の活用につき周知方お願い

する。



記

１．安全な無痛分娩を提供するために必要な診療体制に関する提言について

無痛分娩を取り扱う病院又は診療所（以下「無痛分娩取扱施設」という。）

は、「産婦人科診療ガイドライン産科編」（編集及び監修 日本産科婦人科

学会及び日本産婦人科医会）を踏まえ、個々の妊産婦の状況に応じた適切な

対応をとるとともに、提言の別紙「安全な無痛分娩を提供するために必要な

診療体制」に記載されたインフォームド・コンセントの実施、安全な人員体

制の整備、安全管理対策の実施並びに設備及び医療機器の配備が求められて

いる。貴職においては、無痛分娩取扱施設に対し、提言で求められている体

制の整備が徹底されるよう、周知をお願いするとともに、医療法（昭和 23

年法律第 205 号）第 25 条第１項の規定に基づく立入検査の際に、提言及び

自主点検表を参考に、診療体制の確保について確認し、必要に応じて助言す

るようお願いする。

２．無痛分娩に係る医療スタッフの研修体制の整備に関する提言について

無痛分娩に関する関係学会及び関係団体は、安全な無痛分娩の提供体制を

構築するため、無痛分娩に関わる医療スタッフに対する「無痛分娩の安全な

診療のための講習会」の定期的な開催、「産科麻酔研修プログラム（仮称）」

の策定及び専門施設における実技研修体制の整備等を行うこととしている。

講習会の開催予定や具体的な研修体制等については、詳細が定まり次第、追

って周知する。

３．無痛分娩の提供体制に関する情報公開の促進のための提言について

現在、妊婦及びその家族に対して無痛分娩に関する必要な情報を分かりや

すく提供することを目的として、日本産科麻酔学会ウェブサイトにおいて

「無痛分娩Ｑ＆Ａ」（※）が公表されており、貴職においては、妊婦やその

家族、分娩取扱施設及び関係機関に対する周知をお願いする。

さらに、こうした既存の情報提供に加えて、無痛分娩取扱施設は、自施設

の無痛分娩の診療体制等に関する情報を各施設のウェブサイト等で公開す

ることが求められている。貴職においては、無痛分娩取扱施設が、各施設の

診療体制等についてウェブサイト等において情報公開を行うよう、周知をお

願いする。なお、ウェブサイトについては、平成 30 年６月以降は医療法上

の広告規制の対象となるため、虚偽・誇大広告に該当すると認められた場合

には、適切に指導されたい。違法な広告を行った施設に対しては、医療法（昭

和 23 年法律第 205 号）第６条の８の規定に基づく命令等を通じて、各施設

のウェブサイトが適切に運用されるようお願いする。



また、提言において、関係学会及び関係団体は、今後、情報公開を行う無

痛分娩取扱施設を取りまとめたリストを作成し、ウェブサイト上で公開する

ことが求められている。当該リストの公開等については、詳細が定まり次第、

追って周知する。

（※）http://www.jsoap.com/pompier_painless.html

４．無痛分娩の安全性向上のためのインシデント・アクシデントの収集・分析・

共有に関する提言について

（１） 分娩取扱施設からの情報収集について

従前より、日本産婦人科医会による偶発事例報告事業や妊産婦死亡報告

事業を通じて、分娩取扱施設におけるインシデント・アクシデントに関す

る情報収集が実施されている。貴職においては、分娩取扱施設に対し、当

該事業の報告対象となる事例が発生した場合には、速やかに地域の産婦人

科医会へ報告するよう、周知をお願いする。

（２） 患者及び家族からの有害事象の相談について

従前より、患者及び家族からの医療に関する相談窓口としての役割は、

医療安全支援センター（以下「センター」という。）が担ってきた。セン

ターを所管する地方自治体においては、無痛分娩に関連する有害事象等の

相談を受けた際に地域の実情に応じて適切に対応するために、あらかじめ

センターと地域の医師会及び産婦人科医会との連携体制の構築を図るよ

う、お願いする。例えば、センターにおいては、無痛分娩に関連する有害

事象等の相談を受けた際に、地域の医師会の窓口を紹介し、特に再発防止

の分析に資する症例については、地域の医師会が地域の産婦人科医会へ報

告する等の対応が考えられる。

（３） 都道府県の周産期医療協議会について

各都道府県においては、「周産期医療協議会における協議の徹底につい

て」（平成 29 年１月 17 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周

産期医療等対策室事務連絡）により、周産期医療協議会において、母体死

亡事例や重篤事例等に関する検証と再発防止等に関する協議を徹底するよ

うお願いしてきた。貴職においては、本提言を踏まえ、母体死亡事例等が

生じた場合に、再発防止等に向けて、周産期搬送や救急医療との連携等の

医療提供体制に関して、同協議会における協議の徹底に努めるとともに、

地域の医師会、産婦人科医会及びセンター等に寄せられた相談内容につい

ても、同協議会において安全な分娩体制の確保に資するような検討が行わ

れるよう併せてお願いする。


